
委員会提出議案第２号 

 

 

市長の専決処分事項の指定についての一部改正について 

 

上記の議案を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０９条第６項及第７項並び

に紀の川市議会会議規則（平成１７年紀の川市議会規則第１号）第１４条第２項の規定

により、別紙のとおり提出します。 

 

令和２年９月２９日 

 

紀の川市議会議長  村 垣 正 造 様 

 

提出者 紀の川市議会 

    議会運営委員会委員長  堂 脇 光 弘     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

市長の専決処分事項の指定を改正追加するため。



市長の専決処分事項の指定についての一部改正 

 

令和  年  月  日 

         議決 

 

市長の専決処分事項の指定について（平成１８年３月２８日議決）の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分

である。 

改   正   前 改   正   後 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定

により、次に掲げる事項を市長において専決処分することができる

ものとして指定する。 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定

により、次に掲げる事項を市長において専決処分することができる

ものとして指定する。 

（１）～（４） 略 （１）～（４） 略 

（５）学校給食費について民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）

第３８３条の規定による支払督促の申立てにより履行を請求す

る場合で、同法第３９５条の規定により督促異議の申立てが訴

えの提起とみなされるときの当該訴訟の提起及びその和解に関

すること。 

（５）地方自治法第９６条第１項第１２号に規定するもののうち、

２００万円以下の金銭債権に係る訴えの提起、和解及び調停

（第２号に規定するものを除く。）に関すること（民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３６８条の規定による少額訴訟

及び同法第３８３条の規定による支払督促の申立てにより履行

を請求する場合で、同法第３９５条の規定により督促異議の申

立てによって当該督促異議に係る請求が訴えの提起とみなされ

るときを含む。）。 

  

 


